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個人保険・商品解説書
逓増定期保険
初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険


 (
※
初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険は
契約日が２０２２年２月２日（水）以降となる契約から販売を停止しております。
また、商品解説書の内容は販売停止時のものです。
)
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※この商品解説書は、商品の概要を解説したものです。
この保険の取扱いに際しては、別途新契約や保全の規定等で、取扱いの範囲や条件を必ず確認してください。
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Ⅰ.逓増定期保険の仕組みと特徴

[bookmark: _Toc515961726][bookmark: _Toc445722858]１．逓増定期保険とは
保険金額が一定期間にわたり毎年所定の割合で逓増し、保険期間中に被保険者が死亡・高度障害状態に該当したときに、その年度の保険金額を支払う保険です。保険期間が前期期間と後期期間でわかれており、前期期間は基準保険金額と同額、後期期間は所定の逓増率で保険金額が逓増していきます。
詳細は新契約取扱規定等を参照してください。

[bookmark: _Toc515961727][bookmark: _Toc445722859]２．逓増定期保険の仕組み



 (
基準保険金額
×
逓増限度
（５倍のみ）
)
 (
死亡・高度障害保険金
)


 (
後期期間
) (
前期期間
) (
基準保険金額
)

 (
保険期間
) (
満了
) (
ご契約
)


・保険金額は、前期期間は定額、後期期間は逓増率に応じて逓増します。
・逓増限度に達した場合、保険金額は逓増しません。

[bookmark: _Toc445722860]３．逓増定期保険の特徴

■逓増する死亡保険金は、重責を担う企業経営者に相応しい保障内容です。
特に企業の後継者が事業を承継する前に加入すれば、事業承継後に急激に増える必要保障額に対応できます。
■解約返戻金を活用することで、退職弔慰金の準備も可能です。

[bookmark: _Toc515961729][bookmark: _Toc445722861]
Ⅱ.初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険の仕組みと特徴

[bookmark: _Toc445722862]１．初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険とは
保険金額が所定の割合で逓増し、保険期間中に被保険者が死亡・高度障害状態に該当したときに、その年度の保険金額（契約日から３年以内で災害を原因としない場合は既払込保険料相当額）を支払う保険です。保険期間が前期期間と後期期間でわかれており、前期期間は基準保険金額と同額、後期期間は所定の逓増率で保険金額が逓増していきます。また、保険契約締結時から一定期間（４年間）は解約返戻金を抑制しております。
詳細は新契約取扱規定等を参照してください。

[bookmark: _Toc445722863]２．初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険の仕組み
 (
前期期間
)
 (
低解約返戻金
期間
)
 (
契約
日からその日を含めて
３年
以内
・
死亡または高度障害の
とき
【死亡給付金・高度障害給付金】
＝
普通月払保険料×経過月数
・
不慮の事故・所定の感染症による死亡または高度障害の
とき
【災害死亡給付金・災害高度障害給付金】
＝
基準保険金額
)
 (
基準
保険金額
×
逓増限度
（５倍のみ）
)
 (
死亡保険金
高度障害保険金
)



 (
基準保険金
額
)
 (
保険
期間
) (
後期
期間
)

・契約日から３年以内においては、災害を原因とする場合には基準保険金額を、その他の場合には既払込保険料相当額を支払います。契約日から３年経過後の前期期間は定額、後期期間は逓増率に応じて逓増した保険金額を支払います。
・逓増限度（５倍）に達した場合、保険金額は逓増しません。
・契約から４年間はこの保険の解約返戻金を、低解約返戻金型ではない場合の解約返戻金よりも低く抑えております。
契約に際しては、「解約返戻金が抑えられていることの説明」と「その説明に対するお客様の了知・確認」が法令等により義務づけられています。
また解約・減額・払済保険・払済終身保険への変更の際にも、「解約返戻金が抑えられていることに対するお客様の了知・確認」が必要となります。

３．初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険の特徴
■逓増する死亡保険金は、重責を担う企業経営者に相応しい保障内容です。
特に企業の後継者が事業を承継する前に加入すれば、事業承継後に急激に増える必要保障額に対応できます。
■解約返戻金を活用することで、退職弔慰金の準備も可能です。低解約返戻金期間経過後に大きく解約返戻金が増加します。
[bookmark: _Toc445722864]Ⅲ．用語の説明

[bookmark: _Toc515961730][bookmark: _Toc445722865]１．逓増定期保険・初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険の用語
＜１＞基準保険金額
契約締結時に設定します。初年度の保険金額で、各保険年度の保険金額の基準となる金額をいいます。保険料の計算の基礎となり、減額等契約内容の変更が無い限り変わりません。

＜２＞前期期間
前期期間とは、契約日からその日を含め、保険契約者が指定した年単位の契約応当日の前日までの期間をいいます。

＜３＞後期期間
後期期間とは、前期期間が満了する日の翌日以後の保険期間をいいます。

＜４＞逓増率
逓増率とは、毎年の保険金額の逓増する率をいい、前期期間および後期期間それぞれについて定めます。契約締結後の逓増率の変更はできません。

＜５＞逓増率の型
逓増率の型とは、定額型または定率型を指し、前期期間、後期期間それぞれについて定めます。逓増率が0％のときは、保険金額は一定となります。

＜６＞逓増限度
逓増限度とは、基準保険金額に対する最高倍率をいいます。この限度に達した後の保険金額は逓増せず一定となります。契約締結後の変更はできません。

＜７＞保険年度
契約日または年単位の契約応当日からその日を含め、つぎの契約応当日の前日までの期間をいい、この保険契約の締結時の保険年度を第１保険年度とします。以降は年単位の契約応当日を経過するごとに１を加えて計算します。

＜８＞低解約返戻金割合
低解約返戻金割合とは、一定の期間中、所定の割合で解約返戻金の水準を低く設定されており、その割合のことをいいます。所定の割合は、第１保険年度：0％、第２保険年度：5％、第３保険年度：10％、第４保険年度：20％です。契約締結後の逓増率の変更はできません。

＜９＞低解約返戻金期間
低解約返戻金期間とは、低解約返戻金型ではない場合の解約返戻金よりも低く抑えられている期間のことをいいます。
取扱いの範囲・条件等は、新契約取扱規定等で確認してください。


[bookmark: _Toc445722866]Ⅳ．保障内容

[bookmark: _Toc473358887][bookmark: _Toc445722867]１．保険金の支払事由
＜１＞保険金の支払事由と免責事由
（１）逓増定期保険の場合
支払事由と免責事由は次のとおりです。
支払われる保険金額は、死亡または高度障害状態に該当した日の保険金額です。
	保険金の種類
	支払事由
	支払額
	受取人
	免責事由

	死亡
保険金
	被保険者が
保険期間中に
死亡したとき
	死亡した日の
保険金額
	死亡
保険金
受取人
	（1）責任開始期の属する日から起算して３年以内の自殺
（2）契約者または死亡保険金受取人の故意

	高度障害
保険金
	被保険者が
保険期間中に
高度障害状態に
該当したとき
	高度障害状態
に該当した日
の保険金額
	被保険者
	（1）契約者の故意
（2）被保険者の故意


（２）初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険の場合
支払事由と免責事由は次のとおりです。
支払われる金額は、死亡または高度障害状態に該当した日およびその原因によって支払額は異なります。
	保険金等の
種類
	支払事由
	支払額
	受取人
	免責事由

	死亡
給付金
	被保険者が契約日からその日を含めて３年以内に死亡したとき（災害死亡給付金が支払われる場合を除く）
	普通月払保険料
×
経過月数
※詳細は約款別表を参照してください。
	死亡保険金受取人
	（1）責任開始期の属する日から起算して３年以内の自殺
（2）契約者または死亡保険金受取人の故意

	死亡
保険金
	被保険者が契約日からその日を含めて３年経過後の保険期間中に死亡したとき
	死亡した日の
保険金額
	
	

	高度障害
給付金
	被保険者が契約日からその日を含めて３年以内に高度障害状態に該当したとき（災害高度障害給付金が支払われる場合を除く）
	普通月払保険料
×
経過月数
※詳細は約款別表を参照してください。
	被保険者
	（1）契約者の故意
（2）被保険者の故意

	高度障害
保険金
	被保険者が契約日からその日を含めて３年経過後の保険期間中に高度障害状態に該当したとき
	高度障害状態に
該当した日の
保険金額
	
	

	災害死亡
給付金
	被保険者が契約日からその日を含めて３年以内に不慮の事故または感染症により死亡したとき
	基準保険金額
	死亡
保険金
受取人
	（1）保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
（2）死亡保険金受取人の故意または重大な過失
（3）被保険者の犯罪行為
（4）被保険者の精神障害を原因とする事故
（5）被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
（6）被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
（7）被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
※災害高度障害給付金の場合は(2)を除く。

	災害高度障害
給付金
	被保険者が契約日からその日を含めて３年以内に災害により高度障害状態に該当したとき
	
	被保険者
	



＜２＞被保険者が高度障害状態に該当し高度障害保険金等を支払う場合の例
下記のケースでは、支払われる高度障害保険金は、被保険者が交通事故に遭った日（Ａ）ではなく、医師が被保険者の高度障害状態を診断・確定した日（Ｂ）の保険金額となります。ただし、明らかに高度障害状態が確定しているケース（例えば交通事故により被保険者の両足が切断されてしまった場合など）では、事故の日（Ａ）が高度障害状態の該当日となります。



 (
この時点での高度障
害保険金額を支払う
)




    ▲              ▲          ▲          ▲
  契約日          応当日      応当日      応当日
 (
高度障害と
診断・確定
（Ｂ）
) (
交通事故
（Ａ）
)             （後期期間開始）


[bookmark: _Toc473358888]

[bookmark: _Toc445722868]２．リビング・ニーズ特約が請求された場合の支払い例
リビング・ニーズ特約が付加されていて、同特約が請求された場合の支払い例は次のとおりです。
＜１＞保険金額の全額請求があった場合
リビング・ニーズ特約請求時の逓増定期保険・初期災害保障逓増定期保険の保険金額が3,000万円以下の場合、リビング・ニーズ特約の請求日の死亡保険金額を、請求時の死亡保険金額として取扱います。なお、リビング・ニーズ特約は保険期間満了前１年間について請求できません。
※初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険の場合には、契約日からその日を含めて３年以内については請求できません。
 (
リビング・ニーズ
特約請求日
リビング・ニーズ
特約による保険金額
)






    ▲              ▲          ▲          ▲
  契約日          応当日      応当日      応当日
             （後期期間開始）

＜２＞保険金額の一部請求があった場合
一部請求の場合で、リビング・ニーズ特約が支払われた場合、請求された死亡保険金額の割合に応じて、逓増定期保険の基準保険金額が減額されたものとします。
 (
後期４年度
)    （例）前期０％/後期50％（複利）で
後期２年度目に3,000万円請求した場合
 (
後期３年度
)
 (
後期
２年度
)
	
 (
後期１年度
)
 (
11,250
万
（5,000万円
×
2.25
＊１
）
)
 (
←①
)
 (
5,000
万円
)           
    　　　    ▲               ▲                               ▲リビング・ニーズ特約請求日
契約日        後期期間開始                          
  ＊１ 2.25≒1.52
リビング・ニーズ特約請求後の保険金額を計算すると、まず請求後の、基準保険金額は、（11,250万円－3,000万円）÷2.25＝36,666,700円（百円未満切上げ）に減額されたものとして取扱います。
したがって、①の保険金額は、36,666,700円×2.25＝82,500,100円（百円未満切上げ）となります。
[bookmark: _Toc473358893][bookmark: _Toc445722869]Ⅴ．契約内容の変更

■逓増定期保険・初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険の契約内容の変更には、次のようなものがあります。内容変更の条件および、取扱いの詳細は保全の規定等を参照してください。

	契約内容の変更
	取扱いの可・否

	
	逓増定期保険
	初期災害保障低解約
返戻金型逓増定期保険

	保険料払込方法＜回数＞の変更
	○

	基準保険金額の減額
	○

	基準保険金額の増額
	×

	保険期間・保険料払込期間の変更
	○
（後期期間逓増率15％・20％の場合、後期期間の変更可）
	×

	払済保険への変更
	○
	○（契約日から３年経過後）

	払済終身保険への変更
	○
	○（契約日から３年経過後）

	解約
	○

	復旧
	○

	逓増率の変更
	×

	逓増率の型の変更
	×

	逓増限度の変更
	×

	変換
	○





[bookmark: _Toc473358894][bookmark: _Toc445722870]１．基準保険金額の減額
基準保険金額を減額することができます。この場合、逓増している保険金額も同じ割合で減額されます。ただし、減額後の基準保険金額が取扱最低保険金額未満となるときは、減額はできません。












[bookmark: _Toc445722871]２．払済保険・払済終身保険への変更
以後の保険料の払込を中止して、その時点での解約返戻金をもとに払済の定期保険（払済保険）または払済の終身保険（払済終身保険）にすることができます。払済保険の保険金額は、払済保険、払済終身保険変更時の逓増定期保険・初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険の保険金額が限度となります。ただし、払済保険変更時の逓増定期保険・初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険の保険金額が限度となるため、余った解約返戻金を返戻することもあります。
また、払済保険金額が会社の定める限度を下回る場合は、払済保険への変更を取扱いません。
※初期災害保障低解約返戻金型逓増定期保険の場合には、契約日からその日を含めて３年以内は取扱いできません。低解約返戻金期間（第４保険年度）中に払済保険・払済終身保険に変更する場合には、低解約返戻金割合で低く抑えられた解約返戻金をもとに払済保険金額を計算することになります。
払済保険・払済終身保険に変更する場合のもとになる解約返戻金は、低解約返戻金型でない解約返戻金の２０％（第４保険年度の低解約返戻金割合）に抑えられているため、それに応じて払済後の保険金額は少なくなります。
※払済終身保険に変更する場合の払済保険金額やその後の解約返戻金は、契約締　結時の無配当終身保険の予定利率・予定死亡率等で計算します。

　　　＜１＞ 払済保険への変更図
 (
払済保険
（平準の定期保険）
)



 (
逓増
定期保険
)


▲                           △
契約日              払済保険に変更

＜２＞ 払済終身保険への変更図
 (
払済終身保険
)



 (
逓増
定期保険
)


            ▲                                            △
          契約日             払済終身保険に変更
[bookmark: _Toc473358897][bookmark: _Toc445722872]Ⅵ．その他、約款上の留意事項

[bookmark: _Toc473358899][bookmark: _Toc445722873]１．保険料の自動振替貸付と契約者貸付

＜１＞保険料の自動振替貸付
保険料が払い込まれないままで、猶予期間を経過した場合でも解約返戻金が払い込むべき保険料とその利息の合計額より多い場合には、会社が貸し付けたものとして保険料を立て替えます。この場合、契約者は会社の定める利率により利息を支払います。契約者はいつでもこの貸付金の元利金の全部または一部を返済することができます。会社が保険金等を支払う場合には、それまでに立て替えた保険料と利息を差し引きます。また、自動振替貸付が行われた場合でも、猶予期間満了日の翌日からその日を含めて３か月以内に、払済保険、払済終身保険への変更、保険金額の減額または保険契約の解約の請求があったときは、自動振替貸付は行わなかったものとします。
ただし、本商品についての自動振替貸付は、契約者から適用の申し出があった場合のみ取扱います。詳細は保全の規定等を参照してください。

＜２＞契約者貸付
保険期間の途中で一時的にお金が必要になったときには、契約者はその時点での解約返戻金の７割の範囲内で貸付を受けることができます。この場合、契約者は会社の定める利率により利息を支払います。会社が保険金等を支払う場合には、それまでの貸付金と利息を差し引きます。
ただし、残存保険期間が短い場合には、貸付を受けられないことがあります。詳細は保全の規定等を参照してください。















[bookmark: _Toc473358900][bookmark: _Toc445722874]２．失効・復活
契約が失効した場合、失効日から３年以内であれば復活することができます。
失効期間中の保障はありませんが、復活した場合、保険期間中も逓増していたこととして計算されます（失効期間中に逓増限度に達していた場合には、逓増限度までの増加に留まります）。

有効に継続した契約と失効後に復活した契約の例

	有
効
に
継
続
し
た
契
約
	








▲                                                       ▲
契約日                                                    満 期

	
失
効
後
復
活
し
た
契
約

	 (
復活後の保険金額は有効に
継続した契約と同じになります。
)








▲               ↑       ↑                             ▲
契約日           ×失効     ◎復活                        満 期

















（参考）本商品と定期保険の関係について
本商品は、本商品の最高保険金額と保険金額を同額とする定期保険に比べて、解約返戻率は高め（低解約返戻金期間中は除きます）となりますが、逓増率等の設定によっては、保険料も、本商品が定期保険の保険料を上回る場合があります。
（※保険期間や契約年齢等比較の条件は、保険金額以外同じ。）

	①本商品
	②本商品の最高保険金額と
保険金額が同額である定期保険

	









	

	
保険期間中の総保障額･･･①＜②


                                           （逓増率等の設定により）


各保険年度の解約返戻金･･･①＞②

総払込保険料･･･①＞②





これは、保険料は一定で保障額が増加していくという本商品の特性により生じるものです。お客様のニーズを十分に踏まえ、本商品の提案を行っていただくようご留意願います。


[bookmark: _Toc252786281][bookmark: _Toc445722875]３．保険金等の支払期限
保険金等は請求書類が会社に到着した日の翌日から５営業日以内に支払います。
ただし、保険金等の支払に際して確認等が必要な場合、支払期限は次のとおりです。
（１）支払事由発生の有無の確認が必要な場合等　
60日
（２）上記（１）の確認を行なうために特別な照会や調査が必要な場合　
照会や調査の内容により　90日・120日・180日

[bookmark: _Toc252786282][bookmark: _Toc445722876]４．受取人の変更
＜１＞契約者は死亡保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により死亡保険金受取人を変更することができます。
＜２＞契約者は法律上有効な遺言によっても、死亡保険金受取人を変更することができます。

[bookmark: _Toc252786283][bookmark: _Toc445722877]５．未経過保険料の返還
払込方法が年払・半年払契約の場合、保険契約が消滅（注１）したときまたは保険料の払込を要しなくなったときに、すでに払込まれた保険料（注２）のうち、保険料の払込みが不要となった日の翌日以降に対応する未経過月数分（１か月未満の端数は切り捨て）の保険料相当額を未経過保険料として返還します。
【計算式】
・年払の場合
未経過保険料＝年払保険料×未経過月数÷１２
・半年払の場合
未経過保険料＝半年払保険料×未経過月数÷６

（注１）主契約または付加されている特約の解約や減額、保険金等の支払による消滅等を含みます。
（注２）保険料の一部の払込みを要しなくなった場合は、その払込みを要しなくなった部分に限ります。


[bookmark: _Toc252786284][bookmark: _Toc445722878]６．保険金等の受取人による保険契約の存続（介入権）
＜１＞債権者等の解約について
契約者の債権者等による契約の解約は、解約の通知が会社に到着した時から１か月を経過した日に効力が発生します。
	
 (
１か月
⇒ １か月後に契約は消滅
)





 (
▲
債権者等による
解約請求
)


＜２＞保険金等の受取人による保険契約の存続
（１）債権者等が解約の通知を行なった場合でも、解約が会社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金の受取人は契約を存続させることができます。
①　契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②　契約者でないこと
（２）保険金等の受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が会社に到達した時から１か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行なうことが必要です。
①　契約者の同意を得ること
②　解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額（解約返戻金相当額※）を債権者等に支払うこと
③　上記②について、債権者等に支払った旨を会社に対して通知すること。（会社への通知についても期間内に行なうこと）

 (
１か月
)


 (
⇒
契約は継続
)


 (
▲
受取人が
 解約返戻金相当額を
債権者等に支払う等
) (
▲
債権者等による
解約請求
)



＜３＞解約の通知が会社に到着した時から１か月の間に死亡保険金等の支払事由が発生した場合の取扱い
　　　　　会社が死亡保険金等を支払うときは、その保険金額等の範囲内で、解約返戻金相当額※を債権者等に支払います。
この場合、保険金額等から債権者等に支払う解約返戻金相当額※を引いた残額があれば、その残額を保険金等の受取人に支払います。

 (
１か月
)

 (
⇒契約は消滅
)


 (
▲
保険金等の支払事由
) (
▲
債権者等による
解約請求
)


	債権者等に支払う金額
	受取人に支払う金額

	解約返戻金相当額※
（保険金額等が限度）
	保険金額等から債権者等に支払った解約返戻金相当額※を引いた残額



※解約返戻金相当額には、未経過保険料等を含みます。また、契約者貸付や自動振替貸付がある場合は、その元利合計額を差し引きます。
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